
平成 20年 6月 16日 

 

各  位 

 

会 社 名  みずほインベスターズ証券株式会社 

所 在 地  東京都中央区日本橋茅場町一丁目１３番１６号 

代 表 者  取 締 役 社 長       青  木   建 

（コード  ８６０７ 東証､大証､名証 第１部） 

問合せ先  経営企画部広報･IR 室長 飯塚 久夫 

電話番号  ０３－５６４０－７０２２ 

 

 

親会社等に関する事項について 
 

 

ａ．親会社等の商号等 

（平成 20年 3月 31日現在） 

親会社等 属性 
親会社等の 

議決権所有割合（%） 

親会社等が発行する株券が 

上場されている証券取引所等 

株式会社みずほフィナンシャルグループ 親会社 
66.9  

（66.9） 

株式会社東京証券取引所 市場第一部 

株式会社大阪証券取引所 市場第一部 

ニューヨーク証券取引所（米国） 

株式会社みずほ銀行 親会社 
65.6  

（0.0） 
なし 

（注）親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内書きしております。 

 

ｂ．親会社等のうち、当社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由 

会社の商号：株式会社みずほフィナンシャルグループ 

その理由：最終的な影響力を行使し得る立場にあり、企業グループとしての方向性を決定できる資本上位会社 

 

ｃ.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社との関係 

株式会社みずほ銀行、さらに企業グループの資本上位会社である株式会社みずほフィナンシャルグループは、当社議決

権の過半数を保有する親会社であります。当社は、「みずほフィナンシャルグループ」のグローバルリテールグループに

おける証券ビジネスの担い手としてグループのお客さまを中心に、資産運用・資金調達等あらゆるニーズに対する各種証

券ソリューション機能をきめ細かく提供しており、親会社の企業グループとの一定の協力関係を保つ必要があると認識し

ております。このような中、グループ連携の一層の推進強化を目的とし、親会社等より 59名（平成 20年 3月 31日現在。

当社の従業員数 2,297名の 2.6％に相当）の出向者を受け入れております。 

株式会社みずほ銀行、さらに企業グループの資本上位会社である株式会社みずほフィナンシャルグループは、当社議決

権の過半数を保有しておりますが、事業活動を行う上での承認事項など親会社からの制約はありません。また、当社は親



会社の企業グループと連携ネットワーク強化による営業基盤の拡充を図っておりますが、親会社の企業グループとの事業

の棲分けがなされており、当社の自由な事業活動が阻害される状況にはないと考えております。出向者の受け入れ状況も

独自の経営判断を妨げるほどのものではなく、独立性が確保されていると認識しております。 

 

ｄ．親会社等との取引に関する事項 

（自平成 19年 4月 1日 至平成 20年 3月 31日） 

関係内容  

属性  名称  住所  
資本金又は  
出 資 金  
（百万円） 

 事業の内容  
又 は 職 業 

議 決 権 等 の  
被所有割合（％） 役員の  

兼任等  
事業上  
の関係  

取引の内容  
取引金額  
(百万円 ) 

科目  
期末残高  

（百万円）

業務委託等
の 手 数 料
の 支 払 い 

6,586 未払金  1,102 

借 入 有 価
証 券 担 保
金  

1,308 親会社 
株式会社 
み ず ほ 
銀 行 

東 京 都 
千代田区  650,000 銀行業  直接 65.5 

間接   0.0 
転籍  
3 人  証券取引等

営業
取引  

債券の  
貸借取引  

5,004,400 
有 価 証 券
貸 借 取 引
受入金  

11,896 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

① 業務委託等については、役務の提供の内容により交渉の上、条件を決定しております。 

② 上記の取引については、通常行われている価格等を参考にして交渉の上、条件を決定しております。 

 

以  上 


